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項番 項 目 説 明 

 

１ 

 

 

形式審査 

 提出された申請書に記載漏れがないかど

うか、添付書類が揃っているかどうかを審査

します。 

 

２ 

 

 

実質審査 

 申請書の内容について、換価の猶予の要件

を満たしているかどうかを審査します。 

 

３ 

 

 

担保の徴取 

  換価の猶予をする場合は、換価の猶予期間

中における徴収金の確保を図るため、原則と

して担保を徴します。 

 

４ 

 

 

決定手続 

 許可の諾否について、各都税事務所の課長

又は所長が決定します。 
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通知 

 申請者に通知します。 
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